
 四日市市自転車競走キャッシュレス投票実施規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

  令和３年９月１４日 

                      四日市市長  森  智 広 

四日市市規則第５８号 

四日市市自転車競走キャッシュレス投票実施規則の一部を改正する規則  

 四日市市自転車競走キャッシュレス投票実施規則（平成２９年四日市市規則第３０

号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（目的） （目的） 

第１条 この規則は、四日市市（以下「市」

という。）が自転車競技法（昭和２３年

法律第２０９号。以下「法」という。）

に基づいて施行する自転車競走（以下

「競輪」という。）に係る競輪場又は場

外車券売場内に設置された端末機器及

び高度情報通信ネットワークを利用で

きる電子計算機その他の端末機器（以下

「キャッシュレス投票端末機」という。）

を使用した前払式支払手段による勝者

投票券（以下「車券」という。）の発売

（以下「キャッシュレス投票」という。）

に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

第１条 この規則は、四日市市（以下「市」

という。）が自転車競技法（昭和２３年

法律第２０９号。以下「法」という。）

に基づいて施行する自転車競走（以下

「競輪」という。）に係る競輪場又は場

外車券売場内に設置された端末機器で

あって、投票を行おうとする者を電磁的

方法で識別するもの（以下「キャッシュ

レス投票端末機」という。）を使用した

前払式支払手段による勝者投票券（以下

「車券」という。）の発売（以下「キャ

ッシュレス投票」という。）に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

２ （略） ２ （略） 

  

（キャッシュレス投票の方式） （キャッシュレス投票の方式） 

第５条 キャッシュレス投票は、競輪場

又は場外車券売場内に設置された端末

機器及び投票を行おうとする者を識別

第５条 キャッシュレス投票は、キャッ

シュレス投票端末機及び投票を行おう

とする者を識別する情報を電磁的方法



する情報を電磁的方法で記録したカー

ド（以下「電子識別カード」という。）

を使用し、若しくは高度情報通信ネット

ワークを利用できる電子計算機その他

の端末機器を使用して、市長又は前条第

１項の規定により委託を受けた者の管

理する自動公衆送信装置（以下「キャッ

シュレス投票サーバ」という。）に車券

の購入内容を入力し、及び前払式支払手

段の番号、記号その他の符号を通知して

使用することによって精算する方式に

より行う。 

で記録したカード（以下「電子識別カー

ド」という。）を使用して、市長又は前

条第１項の規定により委託を受けた者

の管理する自動公衆送信装置（以下「キ

ャッシュレス投票サーバ」という。）に

車券の購入内容を入力し、及び前払式支

払手段の番号、記号その他の符号を通知

して使用することによって精算する方

式により行う。 

  

（加入者番号及び暗証番号） （加入者番号及び暗証番号） 

第９条 キャッシュレス投票契約を締結

する際は、市長は当該加入者の加入者番

号を定め、当該加入者は自己の暗証番号

及びパスワード又はそのいずれかを定

めて、これをそれぞれ相手方に通知する

ものとする。 

第９条 キャッシュレス投票契約を締結

する際は、市長は当該加入者の加入者番

号を定め、当該加入者は自己の暗証番号

を定めて、これをそれぞれ相手方に通知

するものとする。 

２ 市は、電子識別カードを貸与又は付

与した加入者が自己の暗証番号及びパ

スワード又はそのいずれかを他人に知

られたことにより生じた損害について

は責任を負わないものとする。ただし、

市に故意又は過失があった場合は、この

限りでない。 

２ 市は、電子識別カードを貸与又は付

与した加入者が自己の暗証番号を他人

に知られたことにより生じた損害につ

いては責任を負わないものとする。ただ

し、市に故意又は過失があった場合は、

この限りでない。 

  

（加入者台帳） （加入者台帳） 

第１１条 市長は、加入者台帳を作成し、

各加入者について、次の各号に掲げる事

項を加入者台帳に記入するものとする。 

第１１条 市長は、加入者台帳を作成し、

各加入者について、次の各号に掲げる事

項を加入者台帳に記入するものとする。 



(1)から(5)まで （略） (1)から(5)まで （略） 

(6) パスワード（パスワードを定めた加

入者に限る。） 

 

(7) 暗証番号（暗証番号を定めた加入者

に限る。） 

(6) 暗証番号 

(8) （略） (7) （略） 

(9) （略） (8) （略） 

(10) （略） (9) （略） 

 

附 則 

 この規則は、令和３年９月３０日から施行する。 

（商工農水部けいりん事業課） 


